
津市市民課等への窓口用封筒無償提供に関する覚書（案）  

 

 津 市（ 以下「 甲 」とい う 。）と 〇 〇 〇〇 〇 〇〇（ 以 下「 乙 」と い う 。）と は、

津市 市 民課 等 への 窓口 用 封筒 無 償提 供に 関 する 基 準（ 平 成２ ７ 年９ 月 １日 施行 ）

第９ 条 の規 定 に 基 づき 、 次の と お り 窓口 用 封筒 の 製 作 及び 無 償提 供 に 関 する覚

書を 交 換す る 。  

（目 的 ）  

第１ 条  乙 は 、 窓 口業 務 にお け る 市 民サ ー ビス の 向 上 及び 地 域事 業 者 の 発展に

役立 つ こと を 目 的 とし て 、窓 口 用 封 筒（ 市 民課 、 市 民 税課 、 資産 税 課 及 び収

税課 並 びに 総 合 支 所及 び 出張 所 （ 以 下「 市 民課 等 」 と いう 。 ）に お い て 発行

した 各 種証 明 書 を 持ち 帰 るた め 、 市 民等 に 提供 す る 表 裏面 に 広告 が 印 刷 され

た封 筒 をい う 。以 下同 じ 。） を 製作 する 。  

２  甲 は、 前 項の 目的 を 達成 す るた め、 窓 口用 封 筒を 利用 者 の用 に 供す る。  

（定 義 ）  

第２ 条  こ の 覚 書 にお い て、 「 事 業 」と は 、窓 口 用 封 筒を 無 償提 供 し 、 市民課

等に 配 置す る こと をい う 。  

（事 業 の執 行 ）  

第３ 条  乙 は 、甲 に対 し 、窓 口 用封 筒を 無 償で 提 供す る。  

２  乙 は、 こ の 覚 書に 基 づき 、 別 紙 仕様 書 に従 い 、 善 良な 管 理者 の 注 意 をもっ

て事 業 を執 行 しな けれ ば なら な い。  

３  前 項の 仕 様 書 に定 め のな い 細 部 の事 項 につ い て は 、甲 、 乙協 議 の 上 、定め

てい く もの と する 。  

（調 査 等）  

第４ 条  甲 は 、 必 要が あ ると 認 め る とき は 、 乙 に 対 し 、事 業 の報 告 を 求 め、又

は実 地 調査 を する こと が でき る 。  

（実 績 報告 ）  

第５ 条  乙 は 、 事 業が 完 了し た と き （事 業 の中 止 又 は 廃止 に より 、 こ の 覚書が

解除 さ れた 場 合 を 含む 。 ）は 、 遅 滞 なく 事 業実 績 報 告 書又 は これ に 代 わ るも

の（ 以 下「 事 業実 績報 告 書等 」 とい う。 ） を甲 に 提出 しな け れば な らな い。  

２  甲 は、 前 項 の 規定 に より 事 業 実 績報 告 書等 の 提 出 を受 け たと き は 、 これを

審査 し 、適 当 と認 めた と きは 、 受理 する も のと す る。  

（事 業 内容 の 変更 等）  

第６ 条  甲 は 、 こ の覚 書 の交 換 後 、 相応 の 理由 に よ り 必要 が ある と 認 め るとき

は、 事 業の 内 容を 変更 し 、又 は 事業 を一 時 中止 す るこ とが で きる 。  

（危 険 負担 ）  

第７ 条  事 業 の完 了前 に 乙に 生 じた 損害 に つい て は、乙 の負 担 とす る 。た だ し、

甲の 責 めに 帰 すべ き理 由 によ り 生じ た損 害 につ い ては 、こ の 限り で ない 。  

（覚 書 の解 除 ）  

第８ 条  甲 は 、 次 の各 号 のい ず れ か に該 当 する と き は 、こ の 覚書 を 解 除 するこ

とが で きる 。  

⑴  乙 が この 覚 書 又は 別 紙仕 様 書に 基づ く 甲の 指 示に 違反 し たと き 。  

⑵  第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 事 業 実 績 報 告 書 等 に 虚 偽 又 は 不 正

の記 載 があ っ たと き。  

⑶  事 業 の実 施 方 法が 不 適当 と 認め られ る とき 。  

別紙５  



⑷  地 方自 治 法 施 行令 （ 昭和 ２ ２ 年 政令 第 １６ 号 ） 第 １６ ７ 条の ４ 第 １ 項及

び第 ２ 項に 掲 げる 事項 に 該当 し たと き。  

⑸  乙 が法 令 に 違 反し 又 はそ の 恐 れ があ り 、社 会 的 信 用を 大 きく 低 下 さ せた

とき 。  

⑹  乙 が次 の アか らコ ま での い ずれ かに 該 当す る とき 。  

ア  乙 が、 暴 力 団 （暴 力 団員 に よ る 不当 な 行為 の 防 止 等に 関 する 法 律 （平

成３ 年 法律 第 ７ ７ 号。 以 下「 暴 対 法 」と い う。 ） 第 ２ 条第 ２ 号に 規 定す

る暴 力 団を い う 。 以下 同 じ。 ） 、 暴 力団 関 係者 （ 暴 対 法第 ２ 条第 ６ 号に

規定 す る暴 力 団 員 （ 以 下 「暴 力 団 員 」と い う。 ） の ほ か、 暴 力団 又 は暴

力団 員 に協 力 し 、 又は 関 与す る 等 こ れら と 関わ り を 持 つ者 そ の他 集 団的

若し く は常 習 的 に 暴力 的 不法 行 為 等 を行 う おそ れ が あ る組 織 の関 係 者と

して 、 警察 等 関 係 行政 機 関か ら 通 報 があ っ た者 又 は 警 察等 関 係行 政 機関

が確 認 した 者 を い う。 以 下同 じ 。 ） 又は 暴 力団 関 係 法 人等 （ 暴力 団 又は

暴力 団 関係 者 が 経 営又 は 運営 に 実 質 的に 関 与し て い る と認 め られ る 法人

等を い う。 以 下同 じ。 ） であ る と認 めら れ ると き 。  

イ  乙 の役 員 等（乙 が 、法 人 の場 合 にあ って は 非常 勤 を含 む役 員 、支配 人 、

支店 長 、営 業 所 長 その 他 これ ら に 類 する 地 位に あ る 者 及び 経 営に 実 質的

に関 与 して い る 者 を、 法 人格 を 有 し ない 団 体に あ っ て は代 表 者及 び 経営

に実 質 的に 関 与 し てい る 者を 、 個 人 事業 主 にあ っ て は その 者 及び そ の者

の支 配 人を い う 。 以下 同 じ。 ） が 暴 力団 、 暴力 団 関 係 者又 は 暴力 団 関係

法人 等 （以 下 「暴 力団 等 」と い う。 ）で あ ると 認 めら れる と き。  

ウ  乙 又は 乙 の役 員等 が 、自 社、自 己 若し く は第 三 者の 不正 な 利益 を 図り 、

又は 第 三者 に 損 害 を与 え る目 的 を 持 って 、 暴力 団 等 の 威力 を 利用 す るな

どし た と認 め られ ると き 。  

エ  乙 又は 乙 の役 員等 が 、暴 力 団等 に 直接 又 は間 接 を問 わず 資 金等 の 供給 、

資材 等 の購 入 又 は 便宜 供 与な ど 積 極 的に 暴 力団 等 の 維 持若 し くは 運 営に

協力 し 、又 は 関与 して い ると 認 めら れる と き。  

オ  乙 又は 乙 の 役 員等 が 、暴 力 団 等 と密 接 な関 係 を 有 して い ると 認 め られ

ると き （友 人 又 は 知人 等 とし て 暴 力 団関 係 者と 会 食 、 遊戯 、 旅行 、 スポ

ーツ 等 を共 に す る 等の 交 遊を し て い ると き をい い 、 年 １回 会 う等 の 事実

があ る とき を 含み 、特 定 の場 所 で偶 然出 会 った と き等 を除 く 。） 。  

カ  乙 又は 乙 の 役 員等 が 、 暴 力 団 等 と社 会 的に 非 難 さ れる べ き関 係 を 有し

てい る と認 め ら れ ると き （暴 力 団 事 務所 の 新築 等 の 工 事を 請 け負 う 、暴

力団 等 が開 催 する パ ー テ ィー そ の他 の会 合 に招 待 する 、又は 招 待さ れ る、

若し く は同 席 す る よう な 関係 を い い 、特 定 の場 所 で 偶 然出 会 った と き等

を除 く 。） 。  

キ  乙 又は 乙 の 役 員等 が 、暴 力 団 等 であ る と知 り な が ら、 こ れを 不 当 に利

用す る など し たと 認め ら れる と き。  

ク  下 請負 人 等 と の契 約 又は 資 材 等 の購 入 契約 若 し く は廃 棄 物処 理 施 設の

使用 契 約そ の 他 の 契約 に 当た り 、 そ の相 手 方が ア か ら キま で のい ず れか

に該 当 する こ と を 知り な がら 、 当 該 相手 方 と契 約 を 締 結し た と認 め られ

ると き 。  

ケ  乙 が、 ア か ら キま で のい ず れ か に該 当 する 者 を 下 請契 約 又は 資 材 等の

購入 契 約若 し く は 廃棄 物 処理 施 設 の 使用 契 約そ の 他 の 契約 の 相手 方 とし

てい た 場合 （ ク に 該当 す る場 合 を 除 く。 ） に、 甲 が 乙 に対 し 又は 乙 を通



じて 当 該契 約 の解 除を 求 め、 乙 がこ れに 従 わな か った とき 。  

コ  乙 が 、 甲 の 発 注 す る 契 約 等 に 関 し 、 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 介 入 を 受 け

た に も か か わ ら ず 、 警 察 へ の 通 報 又 は 甲 へ の 報 告 を 怠 り 、 著 し く 信 頼 を

損な う 行為 が あっ たと 認 めら れ ると き。  

⑺  乙 が共 同 企 業 体で あ る場 合 に お ける 前 号の 規 定 に つい て は、 そ の 代 表者

又は 構 成員 が 同号 アか ら コま で のい ずれ か に該 当 した 場合 に 適用 す る。  

（損 害 賠償 ）  

第９ 条  乙 は 、 事 業の 実 施に 関 し 、 甲又 は 第三 者 に 損 害を 与 えた と き は 、その

損害 を 賠償 し な け れば な らな い 。 た だし 、 その 損 害 が 甲の 責 めに 帰 す る 場合

は、 こ の限 り でな い。  

２  天 災そ の 他不 可抗 力 によ っ て生 じた 損 害に つ いて は、 甲 、乙 協 議の 上、  

決定 す るも の とす る。  

（個 人 情報 の 管理 ）  

第１ ０ 条  乙 は 、 業務 上 知り 得 た 個 人情 報 につ い て 、 個人 情 報 の 保 護 に 関する

法律 （ 平成 １ ５ 年 法律 第 ５７ 号 ） 及 び津 市 個人 情 報 の 保護 に 関す る 法 律 施行

条例 （ 令和 ４ 年 津 市条 例 第３ ４ 号 ） を遵 守 する と と も に、 個 人情 報 管 理 責任

者を 定 めて 適 正 に 管理 し 、事 業 履 行 後は 直 ちに 廃 棄 し 、又 は 甲に 返 却 し なけ

れば な らな い 。 ま た、 個 人情 報 管 理 責任 者 は、 従 事 職 員に 十 分な セ キ ュ リテ

ィ研 修 等を 実 施 し 、不 法 行為 が 行 わ れな い よう 周 知 、 徹底 し なけ れ ば な らな

い。  

（秘 密 保持 ）  

第１ １ 条  乙 は 、 事業 の 実施 上 知 り 得た 秘 密を 他 に 漏 らし て はな ら な い 。事業

期間 が 終了 し 、又 はこ の 覚書 が 解除 され た 後に お いて も同 様 とす る 。  

（第 三 者へ の 委託 等の 禁 止）  

第１ ２ 条  乙 は 、 事業 の 全部 又 は 一 部の 実 施を 第 三 者 に委 託 し、 又 は 請 け負わ

せて は なら な い 。た だし 、甲 が書 面 にて 承諾 し た場 合 は 、こ の限 り では な い。  

（権 利 義務 の 譲渡 等の 禁 止）  

第１ ３ 条  乙 は 、 この 覚 書に よ り 生 ずる 権 利又 は 義 務 を第 三 者に 譲 渡 し 、又は

承継 さ せて は なら ない 。  

（提 供 の中 止 ）  

第１ ４ 条  甲 が 、 相当 の 理由 に よ り 窓口 用 封筒 の 提 供 につ い て適 当 で な いと認

める と きは 、 乙は 提供 を 取り 止 める もの と する 。  

（管 轄 裁判 所 ）  

第１ ５ 条  こ の 覚 書か ら 生ず る 権 利 義務 に 関し 紛 争 が 生じ た とき は 、 津 地方裁

判所 を 管轄 裁 判所 とす る 。  

（規 定 の適 用 ）  

第１ ６ 条  こ の 覚 書に 定 める も の の ほか 、 事業 の 実 施 に関 し 必要 な 事 項 は、津

市広 告 掲載 要 綱 （ 平成 １ ９年 津 市 訓 第２ 号 ）、 津 市 市 民課 等 への 窓 口 用 封筒

無償 提 供に 関 す る 基準 （ 平成 ２ ７ 年 ９月 １ 日施 行 ） 及 び津 市 市民 課 等 へ の窓

口用 封 筒無 償 提供 者募 集 要項 の 定め ると こ ろに よ る。  

（疑 義 等の 決 定）  

第１ ７ 条  こ の 覚 書に 定 めの な い 事 項及 び この 覚 書 に 関し 疑 義の 生 じ た 事項に

つい て は、 必 要に 応じ 甲 、乙 協 議の 上、 決 定す る もの とす る 。  

 こ の 覚書 の 交 換 を証 す るた め 、 本 書２ 通 を作 成 し 、 甲、 乙 記名 押 印 の 上、各

自そ の １通 を 保有 する も のと す る。  



令和  年   月   日  

              甲   津 市 西 丸 之 内 ２ ３ 番 １ 号  

津  市  

                  津 市 長  前  葉  泰  幸  

              乙    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別 紙） 

仕    様    書  

  

１  事 業名   

津市 市 民課 等 への 窓口 用 封筒 無 償提 供   

  

２  窓 口用 封 筒の 配置 期 間   

令和 ８ 年６ 月 １日 から 令 和 １ １ 年５ 月３ １ 日ま で   

  

３  製 作予 定 枚数 等   

⑴  製 作枚 数 は、 配置 期 間内 に 必要 な枚 数 とす る 。乙 は配 置 期間 中 、そ の枚

数を 提 供す る もの とす る 。   

⑵  角 型６ 号 （縦 ２２ ９ ㎜×横１ ６ ２㎜ ）  年 間１ ５ ０ ，０ ０ ０枚   

⑶  角 型２ 号 （縦 ３３ ２ ㎜×横２ ４ ０㎜ ）  年 間  ３ ０ ，０ ０ ０枚   

⑷  配 置期 間 中、 数量 に 過不 足 等が 生じ た 場合 は 甲と 調整 す るこ と 。   

⑸  色 、形 状 等に つい て は、 事 前に 甲と 協 議し 、 甲の 承諾 を 受け た 後に 作成

しな け れば な らな い。   

  

４  広 告の 規 格   

⑴  表 面、 裏 面と も封 筒 面積 の ３分 の１ 以 内と す るこ と。   

⑵  表 面、 裏 面と も封 筒 面積 の ３分 の２ は 甲の 掲 載部 分と し 、甲 の 指示 する

内容 を 印刷 す るこ と。   

  

５  納 入場 所 、納 入回 数 及び 納 入方 法   

⑴  下 表の 納 入場 所に 納 入す る こと 。 た だ し、 納 入場 所、 納 入数 量 等に 変更

が生 じ る場 合 、甲 、乙 協 議の 上 決定 する も のと す る。   

⑵  納 入回 数 、納 入数 量 及び 納 入方 法に つ いて は 、乙 が納 入 回数 、 納入 数量

及び 納 入方 法 につ いて 計 画書 を 作成 し、 甲 に提 出 し て 了承 を 得る こ と。 ま

た、 広 告違 い の封 筒を 複 数種 類 作成 した 場 合は 、 全て の広 告 主の 封 筒が 均

一に 配 布さ れ るよ う配 慮 し納 入 する こと 。   

  

N o 納入 場 所   所在 地   

１  津市 市 民課   津市 西 丸之 内 ２３ 番１ 号   

２  津市 市 民税 課   津市 西 丸之 内 ２３ 番１ 号   

３  高野 尾 出張 所   津市 高 野尾 町 ５４ １７ 番 地１   

４  大里 出 張所   津市 大 里町 睦 合町 １２ ９ ２番 地 １  



５  一身 田 出張 所   津市 一 身田 町 ２９ ３番 地 ３  

６  白塚 出 張所   津市 白 塚町 ５ ２０ ５番 地   

７  栗真 出 張所   津市 栗 真町 屋 町８ ３６ 番 地１  

８  安東 出 張所   津市 納 所町 ２ ３４ 番地  

９  櫛形 出 張所   津市 分 部１ １ ９２ 番地 １  

10 片田 出 張所   津市 片 田井 戸 町１ ６番 地 １  

11 神戸 出 張所   津市 神 戸７ ３ ９番 地１  

12 藤水 出 張所   津市 藤 方１ ４ ９１ 番地 ２  

13 高茶 屋 出張 所   津市 高 茶屋 四 丁目 ３７ 番 ５９ 号  

14 雲出 出 張所   津市 雲 出本 郷 町１ ３８ ８ 番地 １  

15 アス ト プラ ザ オフ ィス   津市 羽 所町 ７ ００ 番地  

16 久居 総 合支 所 市民 課   津市 久 居新 町 ３０ ０６ 番 地  

17 河芸 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 河 芸町 浜 田８ ０８ 番 地  

18 芸濃 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 芸 濃町 椋 本６ １４ １ 番地 １  

19 美里 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 美 里町 三 郷４ ８番 地 １  

20 安濃 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 安 濃町 東 観音 寺 ４ ８ ３番 地  

21 香良 洲 総合 支 所市 民福 祉 課   津市 香 良洲 町 １８ ７８ 番 地  

22 一志 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 一 志町 田 尻５ ９３ 番 地２  

23 白山 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 白 山町 川 口８ ９２ 番 地   

24 美杉 総 合支 所 市民 福祉 課   津市 美 杉町 八 知５ ５８ ０ 番地 ２   

  

６  広 告掲 載 条件   

⑴  津 市広 告 掲載 要綱（以 下「 要綱 」とい う。）第 ３ 条 第 １項 に 規定 す る広 告

掲載 基 準に 違 反す るも の は、 掲 載す るこ と がで き ない 。   

⑵  広 告は 、 企業 又は 自 営業 者 のう ち、 本 市の 区 域内 に事 業 所等 を 有す るも

のの 広 告と す る。   

⑶  窓 口用 封 筒の 配置 期 間中 、 要綱 第３ 条 第２ 項 に該 当す る こと と なっ た場

合は 、 無償 提 供を 取り 消 すも の とす る。   

⑷  無 償提 供 が取 り消 さ れた 場 合、 乙は 、 自ら 負 担し た上 で 速や か に 既 に納

入し た 窓口 用 封筒 を全 て 回収 す るも のと す る。   

  

７  注 意事 項   

⑴  乙 は、 広 告主 の募 集 に当 た り、 自ら が 募集 者 であ るこ と を明 確 にし 、甲

が広 告 を募 集 して いる よ うな 誤 解を 与え て はな ら ない 。   

⑵  乙 は、 窓 口用 封筒 に 関す る 一切 の責 任 を負 い 、広 告主 、 市民 等 から の苦

情そ の 他の 問 題が 発生 し た場 合 は、 乙の 責 任に お いて 速や か に対 応 しな け

れば な らな い 。   



⑶  乙 は、 広 告主 の広 告 内容 に 変更 が生 じ たと き は、 乙の 責 任に お いて 速や

かに 対 応し 解 決し なけ れ ばな ら ない 。   

⑷  乙 は、 広 告及 び広 告 主に 問 題が 生じ た とき は 、速 やか に 甲に 報 告す ると

とも に 、掲 載 する こと が 不適 切 であ ると 甲 が判 断 した とき は 、乙 の 責任 及

びそ の 負担 に おい て 窓 口 用封 筒 を回 収し 、 代替 の 封筒 を提 供 しな け れば な

らな い 。   

⑸  乙 は、 窓 口用 封筒 の 配置 期 間内 にお い て、 当 該窓 口用 封 筒に 記 載す る業

務内 容 や連 絡 先等 、重 要 事項 に 変更 があ る 場合 は 、甲 の指 示 に従 い 対応 し

なけ れ ばな ら ない 。   

⑹  乙 は、 窓 口用 封筒 の 仕様 に つい て変 更 する と きは 、変 更 事項 を 甲に 通知

し、 甲 、乙 協 議の 上、 甲 の指 示 に従 わな け れば な らな い。   

⑺  乙 は、 本 市の 市名 、 業務 内 容等 を甲 の 指示 に より 掲載 し なけ れ ばな らな

い。   

⑻  乙 は、 乙 の提 出す る 広告 案 につ いて 、 津市 広 告掲 載審 査 委員 会 の審 査を

受け る ため に 、甲 の指 定 する 期 日ま でに 広 告原 稿 を提 出し な けれ ば なら な

い。   

⑼  乙 は、 広 告主 の企 業 等の 法 人市 民税 （ 事業 を 営む 個人 の 場合 は 個人 市民

税）、固 定資 産 税・都市 計 画税 、軽 自 動車 税 及び 消 費税 につ い て未 納 がな い

こと の 証明 書 を広 告原 稿 と一 緒 に提 出し な けれ ば なら ない 。   

⑽  乙 は、 津 市広 告掲 載 審査 委 員会 の審 査 後、 広 告内 容に 修 正が あ る場 合に

は甲 の 指示 に 基づ き広 告 の修 正 をし なけ れ ばな ら ない 。   

⑾  乙 は、 事 業期 間中 は 、甲 と 調整 の上 、 １年 ご とに 広告 等 掲載 内 容に つい

て、 甲 の審 査 を受 ける も のと す る。 納入 封 筒に は 、使 用期 間 を明 記 し、 期

限を 経 過し た 窓口 用封 筒 は速 や かに 回収 す ると と もに 、新 し い窓 口 用封 筒

を納 入 しな け れば なら な い。   

  

８  そ の他   

⑴  乙 は、 甲 に随 時の 納 入状 況 を報 告し な けれ ば なら ない 。   

⑵  角 型６ 号 封筒 を配 置 する た めの 配置 用 スタ ン ドの 無償 貸 与に つ いて は、

甲、 乙 協議 の 上、 決定 す るも の とす る。   

⑶  配 置期 間 終了 後の 封 筒及 び 配置 用ス タ ンド の 収集 ・廃 棄 の経 費 につ いて

は、 乙 が負 担 しな けれ ば なら な い。   

 


